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28 年 9 月 30 日

【PLAN（計画）】

～

無

【DO（実施）】

※財源内訳中の「その他」には、保険料・寄付金・基金・利用料等の収入を記入しています。
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第２次大村市食育推進計画、健康おおむら２１計画

平成 年度事務事業評価表（一般事業・継続）28

食育推進事業

個 別 計 画

担当者名

部局名

中ノ瀬　順子

040200

020101

会計 一般会計

事　業　概　要
意図を達成するために
実施することは何か

重 点 事 業

意　図
対象をどのような状態
にしたいか

 市民アンケート等により第2次大村市食育推進計画の効果や成果を評価する。第３次の国の食育基本計画や県
の食育推進計画を踏まえ、本部会議・市民会議の開催及び市民へパブリックコメントを経て、大村市第３次食育推
進計画を策定する。
　食育推進の実行に向け、地域における食育推進の担い手となるボランティア（食生活改善推進員）を育成し、市
民の食生活改善活動を支援する。また、市内における食育活動の情報発信等を行う。

対　象　（者）
誰（何）に対して事業を
行うか
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市民、食生活改善推進員
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食育に関心を持っている市民の割合

アンケート調査結果

①

食育基本法、健康増進法、健康おおむら２１計画、第２次大村市食育推進計画、子ども・子育て支援プラン、介護保険事業計画
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食育推進事業

　「食育」を通じて自ら「食｣のあり方を学び、健全な食生活を実践するとともに、生涯にわたって健全な心身を培
い、豊かな人間性を育ませる。
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＜様式１＞

【CHECK（評価）】

※事業類型が１～３に該当する事業については妥当性及び有効性の評価は記入しておりません。

【ACTION（改善・改革】

意
見
等

内
容

※１次評価は事業担当課長等、２次評価は２次評価委員会によって行われます。

該当なし

低い 該当なし

　食育基本法及び第2次長崎県食育推進計画に基づき、市は計画策定と実行が求められている。

やや低い 低い

低い 該当なし

　第2次大村市食育推進計画に基づき、関係機関と協働した事業展開、地域のボランティア活動を支援するなど、食育の推進を
図る事で、市民が食に関する適切な判断力を養い、健全な食生活が実現でき、市民の健康増進に大きな効果が期待できる。

内容
今後の方向性のもとで、どのような
取組をするか（課題や問題点等に
対する取組など）

該当なし

【施策貢献度】

【事業成果】

やや高い

高い やや高い

介護、就業等で新たにボランティア活動を始める市民が減少しているため、食生活改善推進員が減少し
ている。

高い やや高い 低い

やや低い

やや低い

食育アンケート調査結果では、食育に関心を持っている市民の割合は増加している。

　第2次大村市食育推進計画において、市民や関係機関・団体の自主的な取組の支援や情報提供、さらに関係機関との連携
強化を図るという重要な役割とされている。

１
次
評
価

今後の方向性

終期設定

縮小

終期設定

今後の方向性

効
率
性

今後の方向性

見直しの余地あり 該当なし

　不特定多数の市民への事業であるため、見直しの余地なし。

削減の余地あり 該当なし

  食生活改善推進員が活動をしやすいような活動体制について協議し、県の食育ボランティア登録者の
活用など今後のあり方を模索する。健康づくりのための食育の推進のため、県の健康づくり応援の店事
業への協力を行う。第２次食育推進計画の効果と成果の評価を行い、次期計画を策定する。

効果
事業の改善・改革によって期待され
る効果は何か

　関係機関との連携を図り、多岐の分野にわたる、総合的な食育の推進をすることで、市民が健全な食
生活を送ることができ、健康づくりへと繋がる。第３次食育推進計画を策定することで、更なる食育の推
進が図られる。

対象外

事業の進捗状況
昨年度の評価から、どのような取組
をしましたか（昨年度の【ACTION】
の改善・改革の進捗等）

　食生活改善推進員の増加を図るため、積極的に養成講座受講者の募集を行ったが、定員３０名に対
し、１１名の受講であった。食生活改善推進員が高齢化しているため、委託回数、講座開催回数を減じ、
負担軽減に努めた。内閣府、長崎県等で行われる第３次食育推進基本計画の策定を中心とした食育推
進会議の情報の収集に努め、大村市の現状と照らしながら、今後の食育推進の方向性を模索した。

妥
当
性 【市の関与】 高い

やや低い

有
効
性

やや高い

事業が抱える問題・課題等

【コスト】

【負担割合】

　食育推進計画の実行のため、市は、ボランティアである食生活改善推進員の活動支援を担っており、コストの削減の余地な
し。

見直しの余地なし

削減の余地なし

高い

【必要性】

２
次
評
価

担当者意見のとおり

No.2


